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1.申告書等作成の注意点

「法⼈税の達⼈」、「内訳概況書の達⼈」で電⼦申告する場合
の申告書等作成における注意点をピックアップしました。
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• 基本情報の登録
「基本情報の登録」に顧問先の「利⽤者識別番号」、「利⽤者ID」が登録されているか確
認して下さい。

1.申告書等作成の注意点

 「データ管理の達⼈」に顧問先情報を登録している場合は、事業者情報を取り込むことができます。
＊「（参照）データ管理の達⼈を利⽤した事業者情報の登録」、および「事業者情報の取込」をご確認下さい。

 「データ管理の達⼈」を利⽤していない場合は、「法⼈税の達⼈」基本情報に直接登録して下さい。

※

確認するプログラム

法⼈税の達⼈

※【参照】ボタン
すでに別税⽬で電⼦申告
を⾏っている場合のみ、電
⼦申告の達⼈から利⽤者
識別番号を取込すること
ができます。
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「基本情報の登録」に税理⼠の「利⽤者識別番号」、「利⽤者ID」が登録されているか確
認して下さい。
【基本情報の登録】⇒【税理⼠情報】⇒【税理⼠⼀覧】をクリック。

達⼈
ソフト

1.申告書等作成の注意点

空欄の場合は、【税理⼠⼀覧】
をクリックして登録して下さい。
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（参考）データ管理の達人を利用した
事業者情報の登録

• 「データ管理の達⼈」の「事業者データベース」に顧問先情報を登録しておけば、各申
告書作成ソフトで参照して情報を取り込むことができます。

①【データ管理の達⼈】を起動して下さい。
②【事業者データベース】⇒【DATABASE（既定）】をクリックして下さい。
③⼀覧から該当顧問先を探しダブルクリックして下さい。
④該当欄をダブルクリックして内容を変更できます。
⑤左側【法⼈情報】をクリックすると、法⼈情報が表⽰されます。
⑥該当欄をダブルクリックして内容を変更できます。

③

②
⑤④

該当顧問先が
ない場合、【新
規作成】から登
録して下さい。

「利⽤者識
別番号」「利
⽤者IDを登
録して下さい。

⑥

達⼈
ソフト

6



• 「データ管理の達⼈」の「事業者データベース」に登録した顧問先情報を、【基本情報の
登録】に取込します。

 法⼈税の達⼈、基本情報に取り込む操作です。
① 法⼈税の達⼈のデータを開いて下さい。
② 【基本情報の登録】⇒【事業者⼀覧】をクリックして下さい。
③ 事業者データベースを選択して、【確定】をクリックして下さい。
④ 事業者⼀覧が表⽰されますので、該当顧問先を選択して【確定】をクリック。

（参考）データ管理の達人を利用した
事業者情報の取込(1/2)

達⼈
ソフト

②

③
④

通常は
「DATABASE(既定)」
でOK
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⑤ 差異のある項⽬が表⽰されますので、確認し、【確定】をクリックして下さい。
→表⽰された項⽬が上書きされます。

⑥ 【確定】をクリックし、法⼈税の達⼈を終了して下さい。（終了時、保存することを忘れないで下さ
い。）

（参考）データ管理の達人を利用した
事業者情報の取込(2/2)

達⼈
ソフト

【事業者情報に取り込むものがない場合】
→④の後で、「登録されている基本情報は、

データ管理の達⼈の登録されている事業
者情報と同⼀です。」と表⽰されます。
【OK】をクリックして下さい。

⑤
⑥

利⽤者識別番号、利⽤者
IDが取込できました。
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• 達⼈Cubeに税理⼠情報を登録する操作⽅法です。⼀度登録しておけば、各申
告書作成ソフトで参照して取り込むことができるようになります。

① 【達⼈Cube】⇒【アカウント管理】⇒【契約者情報変更】で表⽰されるウィンドウの内容を⼊⼒し
て下さい。

※達人Cubeには、Administrator（管理権限のあるＩＤ）でログインして下さい。

達⼈
ソフト

（参考） 税理士情報の登録（1/2）
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② 【達⼈Cube】 ⇒ 【アカウント管理】 ⇒ 【利⽤者⼀覧】 ⇒ 【利⽤されているID】 ⇒ 【利⽤者
情報変更】 ⇒ 【詳細情報】で表⽰されるウィンドウの内容を⼊⼒して下さい。

個人の先生は、代表税理士
としてご登録下さい。

達⼈
ソフト

（参考） 税理士情報の登録（2/2）
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• 電⼦申告を⾏う場合は、次の帳票を作成して下さい。
1.申告書等作成の注意点

※1

法⼈税の達⼈

※2

※1）資本⾦または出資⾦が1億円以下の法⼈が
決算書を別途郵送する場合、作成省略できます。

※2）その他、別途郵送等で提出する資料がある場
合は作成して下さい。

＜＜ 法⼈税の達⼈ ＞＞ ＜＜ 内訳概況書の達⼈ ＞＞
「申告書」、「税務代理書⾯」、「決算書（※1）」 「科⽬内訳明細書」

「電⼦申告添付書類（郵送書類⽤）の作成」（※2）」 「事業概況説明書」

確認するプログラム
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内訳概況書の達⼈



• 事業所情報の登録（地⽅税申告の基本情報）

1.申告書等作成の注意点

【市区町村コード（電⼦申告⽤）】
は地⽅税電⼦申告で使⽤します。
【参照】から選択して下さい。

【提出先都道府県名】、【提出先市区町村名】
を正しく登録して下さい。

【郵便番号】を⼊⼒して【参照】すると、住所を
検索することができます。【住所】を正しく登録
して下さい。

確認するプログラム
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1.申告書等作成の注意点

• 別表⼀︓各事業年度の所得に係る申告書－内国法⼈分
• 別表⼀の⼆︓各事業年度の所得に係る申告書－外国法⼈分

確認するプログラム
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【電⼦交付希望】ボタン

「希望する」を選択して
申告した場合、顧問先
本⼈のメッセージボックス
に電⼦データとして格納
され、以降書⾯での郵
送は⾏われません。

選択した内容により、帳票
上にその旨を表⽰します。



• ⽋損⾦の繰戻しによる還付請求書 【電⼦交付希望】

1.申告書等作成の注意点

確認するプログラム
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【電⼦交付希望】ボタン

「希望する」を選択して
申告した場合、顧問先
本⼈のメッセージボックス
に電⼦データとして格納
され、以降書⾯での郵
送は⾏われません。選択した内容

により、帳票上
にその旨を表⽰
します。



1.申告書等作成の注意点

• 別表⼆︓同族会社等の判定に関する明細書
「判定基準となる株主等との続柄」
続柄欄をダブルクリックし、表⽰された「続柄ダイアログ」から選択して下さい。
「その他」を選択すると、続柄を⾃由に⼊⼒できますが、e-Taxでは、使⽤できる続柄が
定められています。電⼦申告の達⼈に取込すると、 e-Taxで定められた規定続柄以
外は“その他”に⾃動変換されます。

【使⽤可能な規定続柄】
本⼈、配偶者、⽗、⺟、義⽗、義⺟、
⻑男、次男、三男、⻑⼥、次⼥、三⼥、
⼦、孫、祖⽗、祖⺟、兄弟、姉妹

確認するプログラム
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• 別表五（⼆）︓租税公課の納付状況等に関する明細書
別表五（⼆）⇒「中間」「②当期発⽣税額」に、「申告のお知らせ」からデータを反映
させることができます。

1.申告書等作成の注意点

この欄をダブルクリックして下さい。
【中間納付額】ダイアログボックスが表⽰
されます。
電⼦申告の達⼈に「申告のお知らせ」
がダウンロードされていれば、【参照】から
データを取り込むことができます。

確認するプログラム
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• 地⽅税の提出先設定（1/2）
下記の帳票で、地⽅税電⼦申告に必要な【提出先】の設定を⾏って下さい。

1.申告書等作成の注意点

帳票名

第六号様式 「道府県⺠税・事業税・地⽅法⼈特別税の中間・確定申告書」

第⼆⼗号様式 「市町村⺠税の中間・確定申告書」

第六号の三様式 「道府県⺠税・事業税・地⽅法⼈特別税の予定申告書」

第⼆⼗号の三様式 「市町村⺠税の予定申告書」

確認するプログラム
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• 地⽅税の提出先設定（2/2） 例）六号様式での提出先設定⽅法

1.申告書等作成の注意点

①提出先欄をダブルクリック
して下さい。 ②【提出先】ダイアログで【eLTAX設定情

報】の【参照】ボタンをクリックして下さい。

③【提出先（区・事業所
等）⼀覧】から「区・事業
所等」を選択し、【確定】を
クリックして下さい。④eLTAX提出先が設定できた

ことを確認し、【確定】をクリック
して閉じます。

確認するプログラム
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• 電⼦申告及び申請・届出による添付書類送付書の作成
別途、紙で提出する書類がある場合に作成して下さい。電⼦申告の際、申告書と⼀緒に取
り込んで送信することができます。

1.申告書等作成の注意点

確認するプログラム
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【データ取込】ボタンから作
成済みの帳票で電⼦申
告に対応していない帳票
名を「添付書類名」に取り
込むことができます。



• 電⼦申告未対応帳票の⼀括印刷
リリース前別表などの電⼦申告未対応帳票は、通常の電⼦申告では送信できません。イメー
ジ添付ファイルとして提出する必要がありますのでこの処理でPDFファイルを作成して下さい。

【帳票の⼀括印刷】→「電⼦添付書類」タブ（達⼈Cubeログイン必須）をクリックして下さい。
現時点での電⼦申告未対応の帳票を⼀括で印刷、PDF作成できるようになっています。

1.申告書等作成の注意点

確認するプログラム

「出⼒対象」を「ファイル（PDF形式）」に
変更するとPDFファイルが作成できます。
PDFファイルにして、イメージ添付書類で
送信可能です。

※電⼦添付書類タブは現時点でe-Taxが受付していない帳票がある場合に表⽰されます。 20



• 税務代理権限証書の作成

1.申告書等作成の注意点

⽇付が中途半端に⼊っていると、電⼦申告
に取込した時にエラーになります。

確認するプログラム
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1.申告書等作成の注意点

• 作成帳票の選択
「対象外」となっている帳票は、電⼦申告に対応しておりません。（達⼈独⾃帳票）

確認するプログラム

作成されている場合、
別途送付して下さい。

内訳概況書税の達⼈
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1.申告書等作成の注意点

• 電⼦申告桁数確認
各帳票の⼊⼒項⽬は、e-Taxで電⼦申告可能な⼊⼒⽂字数が決められています。
【電⼦申告桁数確認】ボタンでエラーの有無を確認して下さい。

確認するプログラム
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エラーがある場合は、e-Taxの
指定⽂字数に変更して下さい。



1.申告書等作成の注意点

• 科⽬内訳書︓⑩仮受⾦（前受⾦・預り⾦）の内訳書／源泉所得税預
り⾦の内訳「所得の種類」
e-Taxで使⽤できる⽂字が決められています。
電⼦申告の達⼈に取込すると、 e-Taxで定められた規定⽂字以外は“他”
に⾃動変換されます。

【使⽤可能な規定⽂字】
「給」、「退」、「報」、「利」
、「配」、「⾮」

【使⽤可能な規定⽂字】
「給」、「退」、「報」、「利」、「
配」、「⾮」
「所得の種類」にカーソルを⼊
れて、右クリック【F3︓参照】
を使って選択して下さい。

確認するプログラム
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1.申告書等作成の注意点

• 科⽬内訳書︓⑭役員賞与等のの内訳書 「役職名」
e-Taxで使⽤できる役職名が定められています。
電⼦申告の達⼈に取込すると、 e-Taxで定められた役職名以外は“その他
役員”に⾃動変換されます。

【使⽤可能な規定⽂字】
「代表取締役」、「常務取締役」、「専務取締役」、「取締
役」、「監査役」、「有限責任社員」、「無限責任社員」 、
「代表社員」、「社員」、「理事⻑」、「副理事⻑」、「常務理
事」、 「専務理事」、「常任理事」、「理事」、「顧問」、「監
事」

「役職名」にカーソルを⼊れて、右クリック【F3︓参照】を使っ
て選択して下さい。

確認するプログラム
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Memo
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減価償却の達⼈から別表⼗六関係の帳票を取り込みすることができます。

2．減価償却の達人からのインポート

①【データのインポート】
をクリックして下さい。

②【減価償却からのインポート】
⇒【確定】をクリックして下さい。

⇒画⾯の指⽰に従って進めていくと、取込が完了します。

︕︕【減価償却の達⼈からのインポート】が表⽰されな
い場合、連動プログラムをインストールして下さい。
・【達⼈Cube】⇒【アップデート】⇒【データ連動】または
・【中間ファイルを出⼒するプログラムを⼊⼿するには】か
らインストールできます。
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2．減価償却の達人からのインポート

確認するプログラム

③【次へ】をクリックして
下さい。

④【参照】をクリック
して下さい。

⑥【次へ】をクリック
して下さい。

⑤取込するデータを選択し、【確
定】をクリックして下さい。
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2．減価償却の達人からのインポート

確認するプログラム

⑦設定を確認し、【次へ】
をクリックして下さい。

⇒取込が完了しました。

⑧【完了】をクリック
して下さい。
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Memo
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決算書のインポートは、以下の⽅法があります。

3.決算書のインポート

【決算書データ】

①会計システムからのインポート

③国税庁が提供している
CSV形式の標準フォーム ※直接、電⼦申告の達⼈の電⼦申告データ

に決算書データの取込

〖法
人
税
の
達
人
〗

〖電
子
申
告
の
達
人
〗

決算書のインポート イメージ図

電
子
申
告
デ
ー
タ
の
取
込

（
決
算
書
デ
ー
タ
含
む
）

デ
ー
タ
の
イ
ン
ポ
ー
ト
に
よ
る

決
算
書
デ
ー
タ
の
取
込

②決算書データのインポート
Excel・CSV形式（達人独自形式）

※達⼈では作成できません。詳しくはeTaxホームページをご
確認下さい。

※会計システムからの連動が利⽤できない場合などにご利
⽤下さい。
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例）TACTiCS財務23から決算書データを取込

3-1.会計システムからのインポート

その他の財務ソフトも同様の⼿順で取込できます。
取込後は決算書の科⽬設定が必要です。

①【データのインポート】
をクリックして下さい。

︕︕【TACTiCS財務23からのインポート】が表⽰され
ない場合、連動プログラムをインストールして下さい。
・【達⼈Cube】⇒【アップデート】⇒【データ連動】または
・【中間ファイルを出⼒するプログラムを⼊⼿するには】
からインストールできます。

確認するプログラム

②【TACTiCS財務2３から
のインポート】⇒【確定】を
クリックして下さい。
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3-1.会計システムからのインポート

確認するプログラム

③コードとパスワードを
⼊⼒し、【OK】をク
リックして下さい。

④【次へ】をクリックして下さい。

⑤【データ選択を開く】
をクリックして下さい。

⑥取込するデータを選
択し、【選択】をクリッ
クして下さい。
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3-1.会計システムからのインポート

確認するプログラム

⑦【次へ】をクリック
して下さい。

⑧【次へ】をクリック
して下さい。

⑩【完了】をクリック
して下さい。

⑨【次へ】をクリック
して下さい。
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3-1.会計システムからのインポート

確認するプログラム

⑪設定内容を確認し、
【実⾏】をクリックして
下さい。

⑫【OK】をクリック
して下さい。

⑬【OK】をクリック
して下さい。

⇒決算書データがインポートされました。決算書画⾯を開き科⽬を確認して下さい。

【業種】はe-Taxの勘定科⽬コードの【業種】と
同じです。
選択した業種に合わせて決算書作成画⾯に
表⽰される科⽬が変わります。
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• 会計システムからのインポート完了後、【決算書の作成】を開いて取込された科
⽬を確認して下さい。

確認するプログラム

3-1.会計システムからのインポート

⑭【決算書の作成】をクリッ
クして下さい。 ⑮【確定】をクリック

して下さい。
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取込設定（1/2）
「法⼈税の達⼈で使⽤する科⽬」に表⽰された科⽬欄に空欄があった場合は、科⽬を割り
当てる作業が必要です。科⽬設定を⾏い【取込実⾏】をクリックすることで設定された⾦額が
取込されます。

確認するプログラム

3-1.会計システムからのインポート

⑯【取込設定】をク
リックして下さい。

⑰空欄の箇所があ
れば、ダブルクリックで
呼び出して科⽬を設
定して下さい。
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取込設定（2/2）

確認するプログラム

3-1.会計システムからのインポート

※空欄の箇所があ
れば設定が必要︕

⑲【取込実⾏】をクリッ
クして下さい。

⑱【科⽬選択】の中から
割り当てる科⽬を選択
して【確定】をクリックして
下さい。

⑳【OK】をクリック
して下さい。

㉑【OK】をクリック
して下さい。

⇒科⽬と⾦額が設定
されます。
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独⾃科⽬の追加について
ユーザーが独⾃に追加した科⽬が利⽤できるようになりました。

確認するプログラム

※上記に伴い、会計ソフトからのデータのインポート、決算書データのインポートをした時に、
独⾃に設定した科⽬を取込できるようになりました。

ユーザーが独⾃に追加した科⽬には、
科⽬名の前にアイコンが付きます。

3-1.会計システムからのインポート
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科⽬の追加⽅法
①科⽬を追加したい場所の真上の科⽬を選択して下さい。
②【科⽬追加】をクリックして下さい。

確認するプログラム

「階層設定」では、「階層」に設定
した科⽬と同階層か、または配下
の階層（内訳科⽬）にするかを
指定して下さい。
「加算減算」では、加算項⽬・減
算項⽬が指定して下さい。

③設定を⾏い、【確定】をク
リックして下さい。
⇒科⽬が追加されます。

3-1.会計システムからのインポート

追加した独⾃科⽬は【取込
設定】で割り当てすることも
可能です。
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科⽬の変更⽅法（1/2）
会計システムからインポートした結果、科⽬の「加算減算」、「階層」（表⽰される位置）など
の設定が誤っていてエラーが発⽣している場合、また追加科⽬の表⽰位置を変更したい場合
は、次の操作で設定を変更して下さい。※この設定は翌期に繰越されるので次年度に再設定する必要はありません。

確認するプログラム

3-1.会計システムからのインポート
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科⽬の変更⽅法（2/2）

確認するプログラム

②【科⽬変更】をクリックし
て下さい。
追加科⽬の場所や加算
減算が変更可能です。

3-1.会計システムからのインポート

「階層設定」のエラーであれば、【参照】をクリッ
ク後、該当の科⽬を配置したい位置にある科
⽬をクリックで選択し、階層を変更します。
「階層設定」はケースによって、「階層」に設定
した科⽬と同階層か、または配下の階層（内
訳科⽬）にするかを指定して下さい。

エラー原因が「加算減算」のエラーであれば、加
算項⽬・減算項⽬を正しく設定して下さい。

①変更が必要な科⽬を
選択して下さい。

③エラー原因となった設
定を変更して【確定】をク
リックして下さい。

※計算が必要な科⽬
の⾦額が正しくない場
合に再計算することが
できます。
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【データのエクスポート】⇒「決算書データのエクスポート」を⾏います。

①【データのエクスポート】
をクリックして下さい。

（参考）決算書データ（Excel・CSV（達人独自形式））のエクスポート

確認するプログラム
達⼈独⾃のExcel・CSVで決算書データを作成するためには、「決算書データ」をエクスポートしてから登録作業を⾏って下さい。
完成後は、インポートで取込作業をして下さい。

②【決算書データのエクスポー
ト】⇒【確定】をクリックして
下さい。

【項⽬表】ボタンから、インポート／
エクスポートする決算書ファイルの
仕様が確認できます。
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（参考）決算書データ（Excel・CSV（達人独自形式））のエクスポート

確認するプログラム

③エクスポートの設定を⾏い、
【確定】をクリックして下さい。

④【OK】をクリックして下さい。

⑤【OK】をクリック
して下さい。

⇒決算書データ（Excel・CSV（達⼈独⾃形式））がエクスポートされました。
エクスポートしたExcelファイルを開き、決算書のExcelファイルを作成して下さい。
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【データのインポート】⇒「決算書データのインポート」を⾏います。

3-2.決算書データ（Excel・CSV（達人独自形式））のインポート

①【データのインポート】を
クリックして下さい。

確認するプログラム

②【決算書データのインポー
ト】⇒【確定】をクリックして
下さい。
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3-2.決算書データ（Excel・CSV（達人独自形式））のインポート

確認するプログラム

③決算書を保存したフォルダを
選択し、【フォルダーの選択】
をクリックして下さい。

④決算書の設定を⾏い、
【実⾏】をクリックして下さい。

⑤【OK】をクリック
して下さい。

⇒決算書データ（Excel・CSV（達⼈独⾃形式））がインポートされました。【決算書の作成】を開き、取込された科⽬を
確認して下さい。

⑤【OK】をクリック
して下さい。
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• 国税庁が提供しているCSV形式の標準フォームの決算書・勘定科⽬内訳
明細書が、電⼦申告の達⼈の電⼦申告データに取込みできます。

① データを選択し、【変更】をクリックして下さい。
② 【帳票データ取込】⇒【財務諸表CSVファイル取込】または【勘定科⽬内訳明細書

CSVファイルの取込】の順にクリックして下さい。

（参考）決算書・勘定科目内訳明細書の取込
（国税庁が提供しているCSV形式の標準フォーム）

各標準フォームの取得や操作についての詳細は、e-Taxホームページをご確認下さい。

CSV形式の標準フォームの
決算書・勘定科⽬内訳明
細書が取込できます。

②①
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Memo

48


